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わが国のいわゆる特殊体育（障害者体育）に関する一考察

中　川　一　彦

A　study　on　the　drcumstm㏄s　of　sp㏄ia1physica1education　in　J叩m

NAKAGAWA　Kazuhiko

　　The　purpose　of　this　study　is　to　make　c1ear　the　circumstances　of　specia1physica1education　in　Japan．

　　As　the　resu1t，it　was　c1arified　that　Japanese　specia1physica1education　consists　with　mototherapeutic

physica1education　which　corrects　postura1deviations　and　integrates　sensory＿motor　function　of　the　physi－

ca11y，sensory，menta11y，or　emortiona11y　handicapped　and　adapted　physica1education　which　modifies

sports／games　for　the　benefit　of　participating　for　them．

Key　words　：specia1physicaf　education，the　handicapped，mototherapeutic　physica1education，adapted

　　　　　　physica1education

1．はじめに

　わが国の特殊教育は，ユ878年の京都府立盲唖院

の開校をもってその始まりとされており，以来，

100年余りの歳月が流れ，今日に至っている。

　ところで，1893年，翻訳語として初めて用いら

れた特殊教育（specia1education）は54），1906年，

『教育大辞書』に「特別教育」として掲載され29），

1918年，同書の増改訂版で「特殊教育」と改めら

れ30），定着してきた。

　そして，わが国の特殊教育は，「学校教育法」

の中に述べられているように，“準ずる教育”，

つまり，義務教育の枠外で，通常の教育課程を逸

脱した“特別な”教育が，心身に故障のある者に

なされている。

　つまり，特殊教育の“特殊”は，通常の教育課

程の基準を，対象児童・生徒の障害の特質に応じ

て大幅に変えるという意味にとらえられてきたの

である。

　それ故，この点において，わが国の特殊教育は，

“特別な”教育ではなく，障害児教育だといわれ54），

本来の“特別な”教育を意味する“特殊”，つまり，

教育方法や教育内容の特異性は忘れられることも

多かったのである。

　しかし，ユ978年，特殊教育100年を記念する式

典で，当時の皇太子殿下が，「特殊教育は，特殊

な教育技術を必要とすることはもちろんでありま

すが，更に，教育の対象となる者の障害がそれぞ

れ異なる関係上，一人一人の個別の教育が重要で

あると思います。教育の目的は，個人の持ってい

る資質・能力を出来る限り引き出すことにあると

考えられており，この意味において，一人一人を

重視する特殊教育の特性は，同時に教育の根本に

ふれている仁もいえます。」58）とお言葉を下さっ

たことからもわかるように，わが国の特殊教育は，

1979年の障害児教育の義務化以後，“特別な”教

材，“特別な”教育技術，“特別に”訓練された

教師などによる教育と考えられるようになり，定

着し，発展しつつある。

　この様な背景の中で，特殊体育，言い換えれば

障害者体育は，どの様に発展してきたのであろう

か。今まで，障害者の体育のこと，あるいは障害

者とスポーツのことについては，北野17－27）など

によりいろいろ書かれているが，特殊体育という

言葉の経緯について書かれたものは見当らない。

　そこで，本稿では，改めて，その発展の経緯を

まとめ，その位置づけを探ることを目的とした。
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2．わが国の特殊体育の流れ

　1）第2次世界大戦終了までの特殊体育

　1872年，「学制」で“廃人学校”の存在を求め

たわが国は，教科としての“体術”の必要性を定

め，翌年には，これを“体操”と改めたが，1878

年，京都府立盲唖院が，古川太四郎（1845～1907）

によって設立されるまで，障害児の教育において，

身体の教育，即ち体育らしいものは何もなされて

いなかった。

　古川太四郎は，1884年，体操を教科として取り

入れ，「毎時間放課後十分時問ヲ以テ遊歩時商ト

シ十二時ヨリー時ノ問ヲ以テ体操ヲ習ハシ」31）と

いうように，盲・聾児の体育に着目し，盲児には

遊戯・体操を介した感覚・運動の訓練を，聾唖児

には，「大概普通人の髄操，遊戯と同一なるも妨

なし」57）としながら，遊戯・体操を介した“口話

法”につながる呼吸器の訓練を推奨していた。

　この頃（1878年），わが国に適した体育法の選

定と体操教師養成の目的で，其部省直轄として設

置された骨豊操伝習所に招聴された米国人リーラン

ド（Le1andG．E．，1850～1924）は，「近世に於

て骨豊操を主張し且其教師となりたるものはリング

氏ならん。」とスエーデンのリング（LingP，H．，

1766～1839）を紹介するとともに，その体操を「治

療骨豊操といふ。……（中略）……此運動は現今，

欧羅巴諸州の都市及びニューヨークに於いて実施
せり。」と，その講述記録『骨豊育論』に残した。43・52）

　しかし，この治療体操は，1899年，米国から帰

国した川瀬元九郎（ユ87ユ～ユ945）などにより具体

的に紹介されるまで理解されずにしまったようで
ある。4千）

　川瀬元九郎は，医師としてだけでなく，日本髄＝

育会骨豊操学校の教授としても活躍し，1907年には，

同校内部に「医療骨豊操部」を設置し，スエーデン

式医療体操の実践に努め，いわゆる病虚弱者のた

めの体操指導と姿勢矯正のための矯正体操を積極
的に普及することに努めた。チ8）

　又，森岡常蔵（1871～1945）が，「遊戯及び体操

は，養護の方法中最も積極的なる種類である」39），．

養護は，’「身体に施すもの」40～と，その著『教育

学精義』（1906年）で述べた頃，石井亮一（1868

～1937）は，白痴教育に関わり，運動に関連する

指導について言及していた。13・ユ4ド

　石井は，1891年，精神薄弱者の収容施設「滝乃

川学園」を創設し，そこで，ユ894年頃から，身体

の教育，即ち体育は養護によると考え，「普通児

童に於けるより丁層体育に注意し～以て及ぶべき

隈り身体の強健と其活動とをはかり，且これを統

一整理して精神の活動と調和一致するに至らしめ

ざるべからず」14）などとして，精神薄弱者の体育

の必要性を説き，実践していたのである。

　また，結核などによる身体虚弱児などに対して

は・斗8§9年・特別養護の事業として休暇聚落事業

が始められ，海浜学校や林間学校として定着して
いった。16・20・27・55）

　しかし，1900年，「小学校令改正」により，「瓶

癩白痴又ハ不具廃疾」の者達が就学免除の対象に，

そして「病弱又は発育不完全」の者達が就学猶予

の対象となって以来35），盲学校，聾唖学校以外

では，障害者に対する積極的な体育1ろポーツの
取り組みは見られなくなっていくのである。8’ユ7’46）

　この頃，医学の世界では，一1904年，ドイツ留学

から帰国した田代義徳（1864～1938，東京帝国大学

整形外科学教室初代教授）は，整形外科的マッサー

ジや整形外科的治療体操，そしてスエーデン体操

を器具を用いて出来るようにしたザンダー（Zander

J．G．W．，1835～？）の装置を紹介した。32’43・44）

（図1）

　一方，養護的領域としてとらえられていた精神

薄弱者の体育は，当時の特殊学級では，「体操や

図画の時間を算数・国語の時間に変更し，これら

の教育に集中していた」という指導事例（1905年，

兵庫県弘導尋常小学校）のように，劣等児や学業

不振児の促進学級的’性格故に疎外されることが多

かったようである。12・21）

　それでも，森岡常蔵が，「体育の積極的方面を

も養護の中に入れて可い。」4ユ），「養護は体育の義

と解することが一般である。」41），そして「養護

が体育一の別名」41）と『現今訓練上の諸問題』

（1915年）で言い切ったように，東京高等師範学

校附属小学校補助学級の小林左源治（1880～1964）

は，1916年，体操科的体育に遭応出来ない低能児

の教育の目標の一つとして，「体操遊戯其の他に

於て身体の養護鍛練を謀るべし」などとして，養

護を重視した教育を実践していたことが知られて
いる。28145）

　この頃，二宮文右衛門（1884～ユ946）．も，『学

校磯操』（1926年）の中で，「薄弱児及び疾病児と

骨豊育」の章を設け，「発育劣等の児童に向って，

普通児と同様なる骨豊育を実施することは絶対に止
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Fig．1　サンダーの装置
　　　Jok1E．（1971）　：The　C1inica1Physio1ogy　of　Physica1Fitness　and　Rehabi1itation，pp’ユ30

めねばならぬ」49）と書いていたのであったが，こ

の改訂版である『新学校骨豊二操』（1940年）では，

その理由を明確に出来ないのが残念であるが，こ

の章はなくなってしまった。45146）

　同じ時，真行寺朗生は，『異常児の病理と矯正

骨豊操』（19芦6年）の自序で，「現今の骨豊育教育の実

際は即ち正常児童・健康児童たる特権階級の施設

と称するも過言ではない」と書き，個性尊重の教

育の立場に立って，「薄弱児及び奇形児童の異常

児骨豊育教育の問題の如きは，実際に小学校教育の

本質から考察して最も重要なる事項」としていた。

　ところで，川瀬元九郎や田代義徳の医師などに

よって紹介された矯年体操を中心とする体育は，．

1907年，高島平三郎などによる緒核などの疾患に

対する運動法の紹介1干）などとなり，1917年発行

の『学校及家庭に於ける馨療骨豊操の理論及実際』

では，著者である前田末喜により，初めて，「特

殊的磯育」と位置づけられるのである。33）

　ここでいう「特殊的体育」とは，「病気は薬品

によって治療するよりも寧ろ運動療法に依るが良

いものである。又或る種の病気や崎形は全身の筋

肉を残りなく殆んど平等に均斉的に働かすより

は，特に或る一局部に力を注いで働かせる必要が

あるのもある。即ち能く其の容態に適合せる運動

法を講ぜねば却って有害なものもある。」とこの

書の諸言に書いてあるところのものである。又，
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「各個人の骨豊力，髄質を願慮せず狼りに強烈なる

運動を強ふるは害あって益は無。・…・・（中略）・

・虚弱者は先づ普通の身磯に整復せしめ然る後次

第に鍛練的運動を課せねばならぬ。斯く考え来れ

ば馨病骨豊操研究は勿論，父母が自身のため又児童

の為に一日も閑却してはならない事である。然る

に我が国において未だ之に就いて特に研究発表さ

れたものが無いのは髄育界の為の遺憾此の上も無

い事である。」とも記している。

　そして，この書の内容としては，下垂姿勢，習

慣と姿勢，按摩と受動的運動，病的状態に対する

運動の応用，平足，円背・歪み肩，脊柱側屈，循

環器病の医療運動，肥満，栄養の病気，神経系病

の医療運動法を挙げ，ユ2の章に分け，それぞれに

対する医療体操の方法を論じたのである。

　ところで，この頃の肢体不自由児の学校として

は，私立ではあるが，わが国最初のものとして柏

学園（1921年創設）がある。

　この学園は，柏倉松蔵（ユ882～1964）が，田代

義徳の協力を得て創ったものであり，体操として

治療体操（治病体操）と保健運動（保健体操）を

実施し，その他マッサージも施していた。44）

　又，田代義徳は，東京帝国大学を停年退官する

と東京市議会議員となり，公立の肢体不自由児の

ための学校創立に努力し，1932年，わが国最初の

東京市立光明学校（現・東京都立光明養護学校）

が出来たのである。

　そして，ここでは，矯正体操科（治療体操科）

が位置づけられ，矯正体操（運動），治療的運動，

保健運動（普通体操），そして各種の遊戯を内容

として採り入れていたのである。26）

　ちなみに，この頃は，前述の前田未喜，真行寺
朗生の他，田辺郁郎55），樋口長市9），広井家太10），

そして吉田章信59）などによって，矯正体操や欧

米の病弱者などのための体育が紹介されてもいた
のである。24）

　この様にして芽生えた体操科としての特殊体育

（障害者体育）ではあったが，軍国主義的傾向が

強まるに従い影を落していくことになるのである。

　具体的には，1925年の「陸軍現役将校学校配置

令」，ユ926年の『改正学校体操教授要目』，ユ941年

の『国民学校令』を経て，体操科は体錬科となり，

学校教育は，「皇国ノ道二則リテ初等普通教育ヲ

施シ国民ノ基礎的錬成ヲ爲ス」という皇国民錬成

思想に強く向うようになるのである。そして，体

錬科では，「身体ヲ鍛錬シ精神ヲ錬磨シテ開達剛

健ナル心身ヲ育成シ献身奉公ノ実践カヲ培フ」こ
とが要旨とされたのである。35，56）

　これらのことから，人間の陶冶という教育本来

の大きな意味は少しづつ薄らぎ，せっかく勃興し

てきた障害者のための体育（特殊体育）も，軍国

主義という大きな時代思潮によって押し戻されて

しまったのである。

　2）第2次世界大戦後の特殊体育

　第2次世界大戦後の学校における体育の発展

は，盲学校，聾学校，そして養護学校の義務化と

学習指導要領にみる教育課程の変遷から，その様

子を概観することが出来るのではないかと考えら

れる。

　すなわち，1948年，盲学校，聾学校への就学義

務が打ち出されたものの，ユ947年に出された『学

習指導要領一般編』には障害者に関する配慮事項

等は何もなく，体育（保健体育）は，普通教育に

“準ずる教育”という形で実施されるだけだった

のである。

　そして，盲学校，聾学校への就学義務が完全実

施された1956年になっても，そのことは変らず，

盲学校，聾学校，そして養護学校の体育（保健体

育）は，手探りのうちに，戦前の教育に準拠し，

小学校，中学校，そして高等学校の指導要領をそ

れぞれ準用し，各校それぞれの課程を編成してい

たのである。

　すなわち，例えば盲学校は矯正体操，歩行訓練，

そして感覚訓練などを，■聾学校では音楽と結びっ

いたリズム教育としての律唱などを中心に，出来

るだけ普通教育に近い形で，そして，養護学校で

は機能訓練が医療との関連で行なわれることなど
が多かったのである。43’51）

　この様な時（ユ951年），日本生理学会は，生理

学講座第6巻として『特殊誰育』を刊行したので

ある。

　これは，医師である水町四郎が肢体不自由の訓

練を，江尻容が盲人の体育を，そして竹内虎士が

聾体育をまとめたものであり，戦前には見られな

い系統だった内容のも．のであった。しかし，これ

は，この頃の現場の実情とはかなり隔たりの感じ

られるものであった。47）

　ユ963年になると，『養護学校小学部・中学部学

習指導要領精神薄弱教育編』，『養護学校小学部学

習指導要領肢体不自由教育編』，そして『養護学
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校小学部学習指導要領病弱教育編』が通達された

のである。そして，翌1964年には，『盲学校学習

指導要領小学部編』と『聾学校学習指導要領小学

部編』が告示され，併せて，『養護学校中学部学

習指導要領肢体不自由教育編』と『養護学校中学

部学習指導要領病弱教育編』が通達されたのであ

る。その後，ユ966年までに，告示形式で，盲学校

及び聾学校と養護学校中学部並びに高等部の学習

指導要領を加えていったのである。

　この1963年からの指導要領で，現場の状況に合

わせ，盲学校，聾学校，そして精神薄弱と肢体不

自由養護学校の体育（保健体育）は，体育（保健

体育）・機能訓練となり，病弱養護学校のそれは，

養護・体育（保健体育）となったのである。43・51）

　そして，精神薄弱教育の教科目標・内容につい

ては，必ずしも普通の小・中学校のそれらと同じ

ではないことなどが確認され，学年の枠を取りは

ずした目標も示されたのである。

　この頃（1966年），中林秀治は，『特殊体育学』

を著した。

　この書の内容は，虚弱児童・生徒の体育を中心

とするものであり，その指導の実際を中核とする

系統だったものであった。42）

　ところで，精神薄弱教育編を除く指導要領は，

それぞれの学校に関わる教科目標並びに指導内容

を示さず，普通学校に“準ずる”という基本姿勢

をとったため，体育（保健体育）についても，

「危険防止及び事故に際して，これに対処するた

めの能力と習慣をもたせること」のような極く一

般的な指導上の留意事項を示す程度にとどまり，

教育課程をどのように編成したらよいかという点

については，問題を投げ掛けるにとどまったまま

だったのである。

　そして，1971年の指導要領の改訂では，特殊教

育諸学校の教育課程に，新たに，生徒の心身の障

害の状態を改善し，または克服するために必要な

知識，技能，態度および習慣を養い，もって心身

の調和的発達の基盤をつちかう目的で，「養護・

訓練」という領域が加わり，従来までの機能訓練

などがこの新領域に包含され，体育（保健体育）

は，改めて教科として独立することとなったので
ある。43・51）

　また，精神薄弱者を教育する養護学校の体育（保

健体育）については，1973年，学年の壁を取りは

ずした独自の目標に加えて，具体的内容が示され，

児童・生徒の発達に応じた指導が可能になったの

である。

　更に，文部省は，教育現場の協力を得て，1980

年からユ982年にかけ，順次，指導要領の全面的改

正を行ったが，精神薄弱養護学校以外の特殊教育

諾学校の教科の目標，各学年の目標及び内容，並

びに指導計画の作成と各学年にわたる内容の取り

扱いについては，あいかわらず，普通学校に“準

ずる”ままなのである。

　一方，社会体育的現象としての障害者のスポー

ツは，戦前め視覚障害者や聴覚障害者のスポーツ

活動が，熱心な体育教師達の働きで，逸速く復活
するのである。46）

　視覚障害者は，1946年，全国盲学生陸上競技大

会を復活させ，1951年には全国盲学校野球大会を

開催したのであるが，前者は1967年，後者は1966

年で中止となってしまったのである。又，聴覚障

害者は，1956年，関東聾学校体育連盟を育て，

1967年からは全国ろうあ者体育大会を催すまでに

なるのである。

　もちろん，この他，厚生省の肝煎りで，リハビ

リテーションの手段として導入された1964年のパ

ラリンピック，そして，1965年からの全国身体障

害者スポーツ大会などは，’特殊教育諸学校の体育

（保健体育）に影響を与え，障害者だけでなく，

障害者をとり巻く周囲の様々な環境にも影響し，

衆知のように，自立した障害者のスポーツも育て

ているのである。

　言い換えれば，この様な志向的発展運動は，障

害者と障害を持たない人々との接在共存的運動を

展開し，“縄張りの承認”（admissionofturf

rights）といわれることを真に可能にすることが

待たれているのである。

3．特殊体育とは

　ところで，欧米諸国の特殊体育分野では，医療

体操（medica1gymnastics），矯正体育（corrective

physica1education），治療体育（remedia1exer－

cise），リハビリテーション体育（rehabi1itative

physica1education），開発体育（deve1opmenta1

physica1education），限定体育（1imited／res－

tricted　physica1education），修正体育（modified

physica1education），整形外科的体育（orthopedic

gymnastics／orthopedic　physica1education），

そして適応体育（adapted　physica1education）



一58一

など様々な名称が用い、られてきた。1’213’4’5）

　これらの名称の選択は，何を強調し，どのよう

なアプローチに重きを置くかによって決定されて

いるようであるが，その基礎的に意味する所は同

じである。

　医療体操，矯正体育，治療体育，リハビリテー

ション体育，そして整形外科的体育は，運動によっ

て身体の構造や機能を改善しようとすることに重

きを置くものである。

　開発体育は，運動能力と身体的適応能力を開発

することに重きを置こうとするものであり，修正

体育，限定体育，そして適応体育は，通常の体育

と解釈できるものであるが，障害者の能力や二一

ズに合わせた体育ということが出来るものである。

　この合わせた．（adapted）という言葉は，障害

や欠陥に対して広く用いられるものであるが，

ユ947年，米国では，いわゆる障害者のみならず，’

英才や不適応者を含んだ特異者（exceptiona1per－

son）のための体育を特殊体育（specia1physica1

education）と呼び，これを傘なる言葉とし，そ

の下に適応体育（adapted　physica1education）と

矯正体育一（corrective　physica1education）を位

置づけるようになったのである。5）

4．わが国の特殊体育

　第2章でみてきたように，わが国の特殊体育は，

正に，病弱者や障害者のための体育であったので

ある。

　殊に，「特殊的骨豊育」という言葉を初めて体育

界に導入した前田末喜は，その対象を，平足，脊

柱変形，心臓病，肥満，痛風，糖尿病，リウマチ，

胃炎，便秘，ヘルニア，職業神経病，幼児の麻痒，

神経衰弱，吃音，低能児，そして舞踏病にまで広

げていたのである。

　又，第2次世界大戦後，日本生理学会から刊行

された『特殊骨豊育』では，その対象が，肢体不自

由者としての脳性麻痒や脊椎側弩その他の整形外

科的疾患，視覚障害者，そして聴覚障害者であっ

た。

　そして，中林秀治の『特殊体育学』でも，「弱

体者のうちにも無疾のものがあるわけで，これを

虚弱者というのである。」としたうえで，身体虚

弱者から病弱者にまで対象の巾を広げ，講じてい

るρである。

　ところで，言うまでもなく，教育は，個々人を

その到達可能な最大水準にまで発達させるという

人間形成の営みである。そして，体育は，教育の

三大目標領域1ユ）のうち，殊に，精神運動領域の

発達に関わっているものであり，その営みは，障

害を持つ子供に対しても，又，障害を持たない子

供に対しても全く同様である。

　先に述べた様に，“体育（保健体育）・機能訓

練”の時代には，体育（保健体育）か機能訓練か

といったとらえ方がなされ，重度の障害者は機能

訓練，軽度の障害者は体育（保健体育）という傾

向もうかがえたのであったが，障害者が人問とし

て守られ，社会的人間になっていくためには，体

育（保健体育）も必要なら機能訓練も必要である

ことはいうまでもないことである。

　体育（保健体育）を，その対象とするもの，素

材とするものが人間の行動であり，人間の運動で

あるという立場に立って考えるならば，198ユ年，

著者が示した様に，わが国の特殊体育は，以下の

様に整理することが出来るのである。43）

　づまり，特殊体育は，培った運動のトレーニン

グを土台に，統合された運動のトレーニングのた

めのプログラムとして，障害者の環境に対する適

応力を高めることを目標とするものである。そし

て，それは，障害の除去や軽減，障害進行の遅延

など，いわゆる障害を治すだけでなく，障害を持

つ人の発達を促すという考えに立脚したものなの

である。言い換えれば，わが国の特殊体育は，障

害者が，障害故に失敗することのないように配慮

した身体活動（sport）を素材に，障害者の全人

間的発達に取り組むプログラムなのである。

　それ故，特殊体育は，個々人の身体的・精神的

機能を高めるとともに，社会的能力を陶冶すると

ころの身体的諸能力のトレーニングの結果とし

て，機能訓練などといわれる運動のトレーニング

をも統合しているものであるということが出来る

のである。

　又，特殊体育は，障害部位にその目的を置くこ

との多い機能訓練などに対し，全身的であり，教

材としてのスポーツ（sport）を集団として取り

扱う場合も多く，集団の中で，一人ひとりの豊か

な発達を目差し，障害者の全面的発達をねらいと

しているものなのである。

　従って，「養護・訓練」における機能訓練など

のような個人的訓練の視点は，特殊体育では，集

団指導の中での個人別留意事項となるのである。



一59一

そして，特殊体育は，より社会的・全体的なもの

となり，集団指導の中における個別的留意点を大

切にした個別教育計画（Individua1ized　Educa－

tion　Program，I．E．P．）に重点の置かれる必要性

が求められているのである。

　つまるところ，わが国の特殊体育は，特別な教

材，特別な教育技術，そして特別に訓練された教

師などによって，障害者が，より多くの利益を得

ることの出来る体育（保健体育）なのである。そ

して，その内容として，姿勢偏位の矯正や感覚・

運動の統合のためのトレーニングを主眼とした運

動療法的体育（矯正体育，corrective　physica1

eduCation）と，身体的諾能力を高め，強化する

ために，一般の体育同様，障害者が失敗すること

のないように，教材であるプレイ（p1ay），ゲー

ム（game），そして運動競技（sports）をプロ

グラムした体育（適応体育，adapted　physica1

education）が包含されたものなのである。

　ちなみに，前者は，運動をつくるということで

治療的であり，後者は，文化を学ぶということで

教育的である。そして，両者が，一体となって，

インテグレーション（integration）やノーマリゼ

イション（noma1ization），そして権利としてス

ポーツ（sport）を楽しむということの保証も可

能となると考えられるものである。

　尚，わが国の特殊体育は，特殊教育が障害児教

育と言われたりするように，障害者体育とも言わ

れることもあるものなのである。

5．まとめ
　文献を参考に，わが国の特殊体育の流れを整理

し，特殊体育とは何かを探り，以下の事を明らか

にすることが出来た。

　1）第2次世界大戦終了以前，虚弱者や精神薄

弱者の体育は，「養護」として位置づけられるこ

とが多かった。

　2）1917年，前田末喜は，初めて，医療体操を

「特殊的体育」と位置づけた。

　3）1951年，『特殊髄育』が刊行され，その内

容として，肢体不自由者，視覚障害者，そして聴

覚障害者の体育が取り上げられた。

　4）1966年，虚弱者の体育を内容とする『特殊

体育学』が刊行された。

　5）本論文の著者は，1981年，障害者体育とし

て「特殊体育」を紹介した。

　6）特殊体育とは，特異者（障害者を含む）が，

より多くの利益を得ることの出来る特異者のため

の矯正体育と適応体育を包含したものである。

　7）わが国の特殊体育は，姿勢偏位の矯正や感

覚・運動の統合のための運動療法的体育と障害者

が失敗することのないように工夫した適応体育が

包含されたものであり，障害者体育ともいわれる

ものである。
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